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指定施設整備基準 建築物移動等円滑化基準 図 

便所（公園に設置する便所）
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９-1 

9-2 

9-2 

9-2 

9-2 

※公園に設置する便所については、規則別表第１建築物の部　17公衆便所として整備基準が適用されます。この参
考資料では、施設整備マニュアル（建築物編）の「９便所」と「１４案内設備」について、公園の整備に特化し
た内容に編集して掲載しています。その他の適用される整備項目については、施設整備マニュアル（建築物編）
の概要編（P31）を参照ください。

基本的な考え  

　多様な利用者のニーズに対応するとともに、より使いやすい便所とする

ために、車いす使用者用便房、オストメイト対応設備を備えた便房の他に

乳幼児の設備を有する便房などを適切に配置する必要があります。

 また、それらの設備をすべて一つの便房内に設置する多機能便房では、利

用者の使いやすさに配慮して各設備を配置する必要があります。

同左 

ー 

ー 

ー 

同左 

同左 

同左 

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障
害者等が利用する便所を設ける場合には、当該便所の全
ては、次に掲げるものでなければならない。 

（1） 

床面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げる
こと。 

洗面器を１以上（当該便所に男子用
及び女子用の区別があるときは、そ
れぞれ１以上）設け、当該洗面器
（乳幼児用のもの及び便房内に設け
るものを除く。）の両側に手すりを
設けること。 

ア 

便所の出入口に戸を設ける場合には、高齢者、障害
者等が容易に開閉して通過できる構造とすること。 

イ 

出入口の幅は、80センチメートル以上とすること。 ウ 

次に掲げる洗面台を１以上（当該便所に男子用及び
女子用の区別があるときは、それぞれ１以上）設け
ること。 

エ 

洗面器（乳幼児用のものを除く。）の手前及び
両側に手すりを設けること。ただし、当該洗面
器が荷重に対し必要な強度を有し、身体を支持
することができる場合は、手前に設けることを
要しない。 

（ｱ） 

洗面器の水栓は、高齢者、障害者等が円滑に操
作できるものとすること。 

（ｲ） 

洗面台の鏡は、床面から90センチメートル以下
の位置から上方へ垂直に80センチメートル以上
の長さで設けること。 

（ｳ） 
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１.全ての便所に関する基準



参考図 ○ 指定施設整備基準　　♥ 望ましい整備 
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図９-１　便所の構成要素 

・

・

・

(1) 全ての便所に関する基準　

便所を複数設ける場合は、各便所に１以上、洗面台を設置する

ことが必要である。

また、便所内に男子用小便器を設ける場合は１以上に、9-(1)-

オを満たす男子用小便器を設置することが必要である。

車いす使用者用便房以外の便房の場合は１以上を、9-(1)-カを

満たす車いす使用者用便房以外の便房とすることが必要であ

る。（男女の区別がある場合は、それぞれ１以上）

整備基準　9-(1)
(2) 車いす使用者用便房及びオストメイト用便房に
　　関する基準便所に関する基準　

便所のうち１以上に、車いす使用者用便房及びオストメイト用

便房を設けること。（男女の区別がある場合は、それぞれ１以

上）

・

整備基準　9-(2)-ア、イ

(3) ベビーベッド・ベビーチェアに関する基準　

公園の便所には、便房のうち１以上に、ベビーベッド及びベビー

チェアを設けること。（男女の区別がある場合は、それぞれ１以

上）

・

整備基準　9-(3)

○ベビーチェア 

○ベビーベッド 

○水洗器具
　（オストメイト用）

○表示 

○表示 

○表示 

○各便所の1以上の洗面
　器に手すり

○直接屋外に通ずる出入口
有効幅員90cm以上

○表示 ○表示 

車いす使用者用

便房以外の便房

車いす使用者用

便房以外の便房

男子用小便器

洗面台

車いす使用者用便房

○有効幅員80cm以上

○有効幅員80cm以上
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参考図 ○ 指定施設整備基準　　♥ 望ましい整備 

○35cm以下 

○ 手すりの設置 
前面及び両側 

○ 壁掛式の小便器 ○ 床置式の小便器 

55cm～60cm程度 

80cm～ 
　90cm程度 80cm～ 

　90cm程度 

55cm～60cm程度 

25cm程度 25cm程度 

30cm程度 

○ 手すりの設置 
前面及び両側 

床置式の小便器 壁掛け式の小便器 

＜出典＞TOTOバリアフリーブック [パブリックトイレ編 2012-2013] 

図9-3　男子用小便器の例 
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整備基準　9-(1)-オ-(ｴ)

車いす使用者の利用を考慮し、小便器の前に車いす使用者が

円滑に利用できるような空間の確保が必要である。

小便器の前のスペースの確保

・

整備基準　9-(1)-オ-(ｲ)

各便所に１以上必要となる。

小便器の手すりは杖使用者等の歩行困難者が、左右の手すり

によりかかり、又は、前面の手すりに胸をあてて体を支えなが

ら排泄するために必要となる。

移動距離を最短にするため、便所の入口から最も近い小便器

に設置することが望ましい。

小便器の手すり

・

・

♥ 

９ 

便
所
（
公
園
） 

Ⅱ 

マ
ニ
ュ
ア
ル
編 

（
１
） 

指
定
施
設
整
備
基
準

建
築
物
移
動
等
円
滑
化
基
準

ア
共同 
住宅 
以外 

○有効幅員80cm以上

小便器前の 
スペースの確保 

○手すりの設置、前面及び両側 

○手すりの設置 
　前面及び両側 

○表示

小便器のみの便房の例
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参考図

図9-７　車いす使用者用便房の例 

○ 指定施設整備基準　　♥ 望ましい整備 

右利き用と左利き用の配慮

車いす使用者用者便房は、右利き用、左利き用の便房をそれぞ
れ１以上設けることが望ましい。(上図は右利き用の例)

整備基準　9-(2)

♥  

・

・

車
い
す 使

用 者 の 声  

自動ドアの開閉ボタンは車いすの動き
に配慮した位置に設置してもらえると
ボタンを押しやすいです。 
スライド式のドアの場合、ドアを支え
ながら入るのが困難なので、開けた状
態でとまるようにしてほしいです。 

十分な空間を確保

車いす使用者が円滑に利用できる十分な空間とは、便房内で

車いすが切り返しをせずに回転できる空間が基本となり、原則

として、便房内の設備等と干渉しないよう、直径150cm以上の

円がスペースの目安となる。

整備基準　9-(2)-ア-(ｴ)

・

便房の戸の外側の構造
直径150cm以上のスペースを確保することが望ましい。♥  

通路の有効幅員

利用居室（建築物に限る。）から車いす使用者用者便房の出入
口までの経路は移動等円滑化経路であることから、通路の有
効幅員は、140cm以上確保する必要がある。

整備基準　５-(2)-ア

・

戸の構造 (車いす使用者用便房を設ける場合 )
整備基準　4-(1)、(2)、(3)、(4)

⇒ 施設整備マニュアル（建築）「4出入口」を参照
袖壁の設置

戸の横に、袖壁を設置する必要がある。

整備基準　9-(2)-ア-(ク)、4-(4)

・

⇒ 施設整備マニュアル（建築）「4出入口」を参照

○車いすが回転できる空間 ♥150cm 

♥便房の戸の外側150cm 

○直接屋外に通ずる出入口 
有効幅員90cm以上 

○ Ｌ型手すり 

○腰掛便座 
○便座の中心から両側手すりが同距離 

※非常用呼び出しボタン2か所

○紙巻器 
♥左右２箇所に設ける 

 

○70cm以上75cm以下 

○25cm程度 

○可動手すり○十分な空間を確保

ドアの
開閉ボタン

ドアの
開閉ボタン

○円滑に利用できる構造の洗面台

○袖壁30cm以上 

○車いす使用者が円滑に利用できる旨の表示 

○有効幅員80㎝以上
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03

04

05

便器の前方と側方に車いすがアプ
ローチできる十分な空間を確保する。

斜め前方アプローチ（立位移乗の場合）

直角アプローチ（座位移乗の場合）

便器の側方に車いすがアプローチ
できる十分な空間を確保する。

側方アプローチ（座位移乗の場合）

便器の前方に車いすがアプローチ
できる十分な空間を確保する。

正面アプローチ（立位移乗の場合）

便器の側方に車いすがアプローチ
できる十分な空間を確保する。
壁側手すりは前出の大きいものを選
び移乗時に頭が壁と接触しないよう
に手すりと壁との空間を確保する。

自立の車いす使用者の身体状況はさまざまであるため、便器
へのアプローチは多様な方法があります。多様なアプローチ
方法に対応できるように便器まわりに十分スペースを確保し、
便器オープン側は可動式手すりを設置します。

便器の側方に便器と車いすが接す
るように車いすをつけ、車いすや手すり
を持って（もしくは便座に手をついて）
腰をスライドさせて車いすから便器に
移乗します。

便器に対してほぼ直角にアプローチし、
便器と車いすが接するように車いす
をつけ、車いすや手すりを持って腰を
スライドさせて車いすから便器に移
乗します。

便器に対して斜め前方からアプロー
チし、手すりを使っていったん立ち上
がり、便器に移乗します。

便器の正面に車いすをつけ、手すり
を使って便器に移乗します。

POINT

POINT

POINT

POINT

※ここで紹介している各行為は、あくまでも一例であり、身体状況・性別などにより個人差があります。
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図9-10　その他便房にオストメイト対応設備を設けた整備例ー１

参考図 ○ 指定施設整備基準　　♥ 望ましい整備 

 

○フック
♥２カ所　高さ130cm、170cm程度

 

鏡　 

○水洗器具（オストメイト用） 
♥温水シャワー 

 

○オストメイト対応設備 
　♥温水シャワー 

○水洗器具を設けた 
　便房である旨の表示 

○オストメイト専用汚物流し 

○洗浄ボタン 

※汚物入れ 
　♥蓋付き（匂い 
　　がでない構造） 

 

○フック 
  ♥２カ所  
　高さ130cm、 
　170cm程度 

○紙巻器 

○25cm程度 

○紙巻器 

水洗器具
整備基準　9-(2)-イ

水洗器具とは、パウチ（排泄物をためてお

く袋）等を洗浄するための器具（専用の汚

物流し、フラッシュバルブ付きの水栓、洗

浄ボタン）のことをいう。

オストメイト対応設備は、建築物の区分ご

とに1以上設けることが望ましい。
♥  

・

棚とフック
整備基準　9-(2)-イ-(ｲ)

棚は、汚物を流したり、パウチを付け替え

る際に専用小物を置くためのものである。

フックは、汚物を流したり、パウチを付け

替える際に、衣服等を掛けるためのもので

ある。

フックは２箇所に設置し、設置する高さ

は、130cmと170cm程度にすることが望

ましい。

♥  

・

・

紙巻器・汚物入れ
整備基準　9-(2)-イ-(ｲ)

紙巻器（腹部等を拭くもの）を、専用の汚

物流しの近くに１箇所設ける必要がある。

汚物入れとは、使用済みパウチを捨てるた

めのものである。

臭いの出ないように、蓋付きの構造とする

ことが望ましい。

♥  

・

・

温水シャワー
整備基準　9-(2)-イ

オストメイト対応設備に、温水シャワーを設置することが望ま

しい。温水シャワーは、パウチから汚物が漏れた場合や付け替

える際、汚れた衣服や排泄口（ストーマ）を洗うためのもので

ある。

♥  

姿見鏡

全身を映すことができる姿見鏡を設けることが望ましい。鏡

はパウチがきちんと装着しているか、確認するためのもので

ある。

♥  

♥130cm 

♥120cm 

○有効幅員80cm以上

♥40cm 
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鏡

紙巻器

水栓金具

石けん

洗浄ボタン

オストメイト用汚物流し

＜出典＞TOTOバリアフリーブック [パブリックトイレ編 2012-2013] 
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1.汚物流し使用の場合

ドアを開ける

トイレに入る

ドアを閉めかぎを掛ける

脱衣

汚物流しに近づく

排せつ物を捨てる

ストーマ装具を外す

新しいストーマ装具に取り替える

ストーマ周辺をきれいにする

使用済ストーマ装具を捨てる前に洗う

後始末する

手を洗う

汚物流しを洗浄する

着衣

ドアを開ける

トイレから出る

ドアを閉める

多様な利用者の行動フローと主な配慮ポイント

ストーマ装具（パウチ）にたまった排
せつ物を汚物流しに捨てる。

ストーマ装具（パウチ）内の排せつ物
を捨てやすい大きさ・形状・高さの
汚物流しが必要。

（ストーマ装具（パウチ）を交換する場合）
使用済みのストーマ装具（パウチ）を
捨てる前に洗う。 

ストーマ装具（パウチ）を洗いやすい
水栓が必要。

オストメイト（人工肛門・人工ぼうこう保有者）

ストーマ装具を
新しいものに
交換する場合

POINT

POINT
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多機能便房

多機能便房とは、1室の便房の中で多様な利用者に対応するため、車いす使用者用便房、オスト

メイト対応設備、ベビーベッド、ベビーチェア等の設備を配置した便房のことを指す。

便房内の各設備については、「９便所」の以下の項目を参照して整備すること。

　１　  全ての便所に関する基準

　2-1　車いす使用者用便房に関する基準

　2-2　オストメイト用便房に関する基準

　３　  ベビーベッド、ベビーチェアに関する基準

多様な利用者の使用に対応するため、各設備の配置について充分配慮すること。

・

・

♥150cm

車いすが回転できる空間

○オストメイト専用汚物流し 

○ベビーチェア 

○手すり（前面及び両側） 

70cm以上 
75cm以下 

25cm程度 

○車いす使用者が円滑に利用できる旨の表示 
　ベビーチェア・ベビーベッドの表示 
　オストメイト用設備の表示 

○可動手すり 

○Ｌ型手すり 

○紙巻器 

○フック 
♥2箇所 

○鏡 

○直接屋外に通ずる出入口
有効幅員90cm以上

○袖壁長：30cm以上 

○ベビーベッド 

○紙巻器 

○有効幅員80㎝以上

参考図 ○ 指定施設整備基準　　♥ 望ましい整備 

図9-14多機能便房の整備例 
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参考図 ○ 指定施設整備基準　　♥ 望ましい整備 

総合案内板 

触知図 

視覚障害者誘導用ブロック 

公園 

30cm 

133

図14-１　案内標示まわりの整備例 

車 い
す 使 用 者 の 声  

案内図には、車いす使用者が
利用可能なルート(移動等円
滑化経路)が示されていると
移動しやすいです。 

♥ 

整備基準　14-(1)
案内板の表記

♥ 

文字の書体は太ゴシック系がよい。記号や図は知的障害者、子ど

も、外国人等にも分かりやすいデザインとする。

漢字表記については、必要に応じひらがなを併記することが望ま

しい。

案内板には、車いす使用者用客席等、高齢者、障害者等の利用

に配慮した設備についても、表示を行うことが望ましい。

・

整備基準　14-(1)-イ、ウ、オ

通路等に設置する場合は、通路の幅員に配慮する。また、視覚

障害者の通行の支障とならないように設置する。

案内板の配置

・

案内板表示面の高さは、平均的視点の高さと仰角から、床面よ

り50～200cm程度の範囲とする。この基準は利用者が板面

から100cm程度の距離から見ることを想定している。

・

整備基準　14-(1)-エ

夜間の判読性を高めるため、照明を近接して設ける。この際反

射による判読性の低下に注意する。

案内板の照明

・

案内板の前面には、車いす使用者の回転に支障がないように

水平な空間を設けることが必要である。（150cm×150cmが

目安）

・

整備基準14-(2)-ア、イ

音声や案内所により便所の配置等を示すことが困難な場合

は、触知図を整備する。

触知図を整備する場合、必要最低限の案内（出入口から便所

まで）だけではなく、公園の主要な施設を利用できるように公

園施設の案内をすることが望ましい。

触地図等の視覚障害者に示すための案内設備を設ける場合

は、歩道上から連続して視覚障害者誘導用ブロックを敷設す

ること。

触知図の整備

・

・

♥ 

⇒「15案内設備までの経路（建築物編）」（P.134）を参照
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